
門真市重層的支援体制整備事業実施計画 概要版
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保健福祉部福祉政策課

はじめに

本市では、「門真市第４期地域福祉計画」に基づき、組織横断的な支援体制の整

備を進めており、複合的な課題や制度の狭間の問題に対応するため、令和８年４月

から重層的支援体制整備事業を実施することとし、「門真市重層的支援体制整備事

業実施計画」を策定します。

支援区分 事業名

Ⅰ 相談支援事業

① 包括的相談支援事業

② 多機関協働事業

③ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

Ⅱ 参加支援事業 ④ 参加支援事業

Ⅲ 地域づくりに向けた支援事業 ⑤ 地域づくり事業

計画の位置づけ

計画期間

本実施計画の期間は、「門真市第４期

地域福祉計画」と合わせ、令和８年度か

ら令和12年度までの５年間とします。

計画の事業評価と見直し

計画の実施内容は年１回程度、関係課

や関係機関で評価を行い、必要に応じて

見直します。また、法改正や社会情勢の

変化を踏まえ、適宜見直しを行います。

計画の基本目標

断らない相談支援と伴走型支援

庁内外の相談窓口が課題や属性を問わず

相談を受け止め、継続的に関わりながら課

題の整理と本人の力を引き出す支援を行う。

地域づくりに向けた支援

社会的に孤立している人や支援につな

がっていない人に気づき、適切な支援につ

なげるための包括的な支援体制を構築・推

進する。

重層的支援体制整備事業の概要



相談支援事業Ⅰ

包括的相談支援事業

コンセプト

実施内容

実施体制

゛おせっかいな関わりによる支援゛ ・ ゛みんなで見つけてみんなで支援゛

地域づくり事業と連携し、通いの場などで把握した困りごとを抱えた人達を関

係機関や多機関協働事業につなぎ、課題解決に向け支援します。

また、高齢・障がい・子ども・生活困窮の各分野の相談支援機関が、属性を問

わず相談を包括的に受け止め、必要に応じて関係機関と連携して対応します。

分野 事業名 実施機関

高齢
地域包括支援センターの

運営

地域包括支援センター
（門真市から委託）

障がい 障がい者相談支援事業
障がい者相談支援事業所
（門真市から委託）

子ども 利用者支援事業

【基本型】
地域子育て支援センター
ひよこる～む

（門真市から委託）

【特定型】
保育幼稚園課
（直営）

【こども家庭センター型】
こども家庭センター
保育幼稚園課
学校教育課
（直営）

【妊婦等包括相談支援事業型】
こども家庭センター
（直営）

生活困窮 自立相談支援事業
生活困窮者自立支援機関
（門真市から委託）

多機関協働事業

実施内容

各相談支援機関が受けた相談のうち、

複雑・複合的なケースは、庁内の重層担

当や重層コーディネーターにつなぎます。

重層コーディネーターは、会議の開催

や関係機関との連携により支援内容の調

整、支援プランの作成、進捗管理を行う

とともに、人材育成に取り組みます。

実施機関 実施形態

福祉政策課

直営

委託

（門真市社会福祉協議会）

実施体制

※ 重層コーディネーター配置機関



相談支援事業Ⅰ

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

実施内容

既存の地域づくり事業等を通じて支援が届いていない人を把握し、家庭訪問な

どにより本人や家族に働きかけ、信頼関係を築きながら必要な支援を行います。

実施体制

実施機関 実施形態

福祉政策課 委託（門真市社会福祉協議会）

参加支援事業Ⅱ

実施内容

地域の社会資源を活用して社会とのつながりづくりに向けた支援や、多様な支

援の場の創出を行います。

実施体制

実施機関 実施形態

福祉政策課 委託（門真市社会福祉協議会）

地域づくり事業Ⅲ

実施内容

各分野の既存事業を活かし、世代や属性を超えて交流できる居場所づくりを進

めます。

実施体制

区分 事業名 実施機関

高齢 地域介護予防活動支援事業
地域包括支援センター

（門真市から委託）

高齢 生活支援体制整備事業

高齢福祉課（直営）

シルバー人材センター

（門真市から委託）

障がい 地域活動支援センター機能強化事業

地域活動支援センターあん

（門真市から委託）

ふろんてぃあ（門真市から委託）

子ども 地域子育て支援拠点事業

こども家庭センター（直営）

なかよし広場

地域子育て支援センター ひよこる～む

（門真市から委託）

生活

困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業

門真市社会福祉協議会

（門真市から委託）



門真市重層的支援体制整備事業推進会議

重層的支援体制整備事業を実施する中で、事業全体の取組や本実施計画の評価を

行うとともに、事業推進のための課題整理や解決に向けた検討を行う「門真市重層

的支援体制整備事業推進会議」を設置します。

また、この会議では、多機関協働事業（支援会議や重層的支援会議運用を含む）

において支援したケースを通じて見えてきた課題の解決に向けた取組検討や、必要

に応じて事業推進のための社会資源の開発及び検討についても行います。

会議メンバー 開催頻度

門真市（重層事業担当各課）

門真市社会福祉協議会

地域包括支援センター

障がい者相談支援センター

人権擁護委員

民生委員・児童委員などの関係機関

年 １～２ 回

門真市重層的支援体制整備事業の全体像


